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「成城学園」による砧村移転をめぐる二，三の論点

はじめに

東京都世田谷区に所在する成城という住宅街
は，田園調布などと並んで，全国的にもよく知ら
れている。首都郊外の住宅地開発としては極めて
初期の事例であるし，それが内実を伴った開発と
して成功事例であり，単なる住宅地開発ではなく
学園都市として構想されたことから，住環境や教
育環境への意識が今日でも強く残っている。現在
は，2024 年 7 月を街の開発の始まりから 100 年
と捉えて，これまでの街の歩みに思いをいたし，
これから先の未来を考えていこうという動きも，
成城自治会の活動を中心に段々と本格化してきて
いる。
そのような動きの中で，成城の歴史には，今後
益々注目が集まっていくのではないかと考えられ
る。その一世紀に及ぶ歴史は，そうした注目に値
するだけの内実を備えている。学園の教育研究所
が所蔵する開発に関わる史料群（地所部資料）や，
成城自治会が刊行する自治会報（戦前は『きぬた』，
戦後復刊後は『砧』として刊行され，2022 年 6
月現在で 830 号に至る）といった基本となる材料
のほか，学園が刊行した様々な出版物，学園関係
者を中心とした昔の住人の日記や回顧録，さらに
は写真や映像史料も豊富である（注 1）。学園百
年史編纂の一環で進められた史料調査の結果，地

域には，まだ街の初期の歴史に関わる史料群が複
数残されていることも判明している。
前述のように首都圏郊外の住宅地開発としては
極めて初期の事例であり，その開発主体が「学園」
であったことから，これまでも住宅史，建築史と
いった歴史的な分野のほか，都市開発や街並み研
究，住環境に関わる様々な分野からの言及があり，
現在では，グリーンインフラの先進的な事例とし
ての注目も高まっている（注 2）。
このように記録が多い，語られることが多いと
いうことは，一つの問題を引き起こす。それは情
報が多すぎることによって却って混乱が生まれ，
明確な根拠が無いままに何となくそれらしい内容
が流布していき，次第に事実として認識され共有
事項となっていくという事態が生じるのである。
成城の歴史についても，すでに一部の事実解釈や
典拠文献に，誤解や錯綜が生じている場合がある。
＜歴史に親しむ＞という姿勢で，鷹揚に大枠を
捉えることに重きを置くのであれば，一見些細な
差異や細かな事実認定にこだわる必要はないのか
もしれないが，史実を積み重ねる過程では，同じ
姿勢で作業に臨む訳にはいかない。手元のわずか
な誤差が，将来的に大きな誤差を生み出すことに
つながりかねないからである。一見迂遠なことの
ようであるが，細かな部分を一つ一つ重ねていく
ことが，結果として「成城史」の価値を高めてい
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くことになると思う。
本稿では，その取り掛りの作業として，地域と
しての「成城」が誕生する最初のきっかけ，すな
わち北多摩郡砧村が移転先として決定するまでの
事実関係を改めて整理してみたいと思う。この点
については，従来までは，移転事業において重要
な役割を果たした小原國芳による「学園小史」や
自伝『夢みる人』の内容をもとに理解されること
が多かった。それ以外に注目できるものとして，
後援会地所部の関係者によって記された「校地移
転について」という史料もある（注 3）。それら
に加えて，本稿では後援会議事録という新出史料
の関係記事を参照しながら，移転の諸相を具体的
に把握していくことにしたい（注 4）。

砧村移転と「成城学園」

砧村大字喜多見の台地が「成城」と呼ばれるよ
うになる上で，決定的に重要な意味を持ったのは，
当時，東京市牛込区（現・新宿区）に所在した成
城学園が当地に移転してきたことである。大枠と
しては間違いないことだが，厳密にいうと，「成
城学園が砧村に移転した」という言い方は正確で
はない。「成城学園」が，郊外移転に向けて学校
と街の開発に実際に着手するのは 1924 年（大正
13）のことであるが，成城学園が財団法人として
認可されるのは 1926 年（大正 15）3 月のことで
あり，開発が始まった段階では，実は成城学園は
存在していないのである。
些細な点であるかもしれないが，案外，事実の
理解に混乱が生じていることが多いので，この点
について概略をまとめておくこととする（注 5）。
現在の成城学園の起点に位置するのは成城小学
校の創設である。成城小学校は 1917 年（大正 6）
4月に，牛込の成城学校の中に開校した。成城学
校は多くの卒業生を陸軍士官学校に送る名門私立
学校であり（前身の文武講習館の創立は 1885 年），
学園創立者の澤柳政太郎が，この学校の校長就任
要請を受けた際に，理想の初等教育を実践する場
として，小学校を併設することを条件に出したこ
とが，成城小学校創設につながったといわれてい

る。
その後，成城小卒業生の進学先として，成城中
学校とは別に新たに成城第二中学校が設置され，
この第二中学校が発展解消して七年制の成城高等
学校が誕生するのである。牛込から砧村への移転
は，この高等学校新設の動きと連動して計画され
たものであるが，計画が始動した当初は，小学校，
第二中学校とも，その経営母体は財団法人私立成
城学校のままであった。財団法人成城学園は，
1925 年（大正 14）11 月に設立認可申請書が提出
され，翌年 3月に認可が下りている。設立の目的
は高等学校と小学校の設立経営であった。
意外に思われる向きもあるかもしれないが，
1924 年の街の開発から二年間近く学園は存在し
ていないのである。では移転事業を担っていたの
はどこか。本稿において後援会議事録を主な素材
とするのは，この点と深く関わっている。すなわ
ち事業の立ち上げという重要な部分は「学園」で
はなく，父兄後援会という保護者主体の組織が
担ったのである。この組織は，1923 年（大正 12）
2 月に成城小学校・成城第二中学校の保護者全員
がメンバーとなって成立し，学校運営を強力に支
援していくことになる。後援会は，後に「地所部」
という担当部署を設置し，住宅地の開発の中核を
担っていくことになるが，校地移転の最初の段階
から，中心的な役割を果たしていた。移転事業を
担当する学校拡張計画調査委員，拡張実行委員な
どを置き，そこに学校関係の代表として教員の一
部が加わり（代表は主事の小原國芳であり，初期
には赤井米吉），最終的な判断は澤柳校長に委ね
るという形で，郊外移転は具体化していった。
こうした動きの大前提に，成城の新しい教育に
対する保護者たちの熱意が存在していたことは言
うまでもないが，一方で，成城小学校，第二中学
校主体の新しいプランを実行する際に，この段階
ではそれを担当できる事務組織が存在しなかった
ため，その役割を，保護者の組織が結果として担
うことになったと位置づけることも可能であろ
う。
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後援会議事録からたどる砧村へと至る道

「校地移転について」では，冒頭に「大正拾弐
年九月頃ヨリ諸方ヲ踏査シ種々ノ問題ヲ経過セ
リ」と記されており，一見，関東大震災と前後し
て校地移転が具体化したようにも捉えられる。し
かし議事録を参照すると，すでに同年 4月から，
学校の拡張と七年制高等学校創設が議論されてい
たことが判明する（T12・4・14）。以後，具体的
な検討は進められ，7月には「学校拡張計画調査
委員」が，成城学校の現状と課題を説明して打開
策を検討している（T12・7・20）。
その時の議論によれば，現状の施設だけでは，
翌 13 年 4 月には，生徒の収容に行き詰まってし
まう可能性が示唆されている。それを解決する方
法として，①小学校，中学校（ここでは第二中学
校），高等学校を東京市内の新校地に設置する案
（第一案），①の派生案として（第一案の乙），小
学校のみは牛込に残置し，中学校と高等学校を七
年制として郊外に新設する案，②牛込の現校地に
校舎を新設する案（第二案）が示されている。
結果としては，上記のうち「第一案ノ乙」が実
現することになる訳だが，ここでの議論の中では，
小学校は市内に残置し，移転候補地自体もなるべ
く市内から離れない場所が検討されている。この
時，候補地としては，常磐松御料地，上目黒の西
郷邸，新宿御苑の一部，陸軍省用地（士官学校，代々
木練兵場，戸山学校）が挙げられている。常磐松
御料地については，「校地移転について」の中で
も記載があり，保護者の入澤達吉夫人より宮内大
臣へ交渉がなされたと記されている。それ以外の
候補地は，議事録のみに記述が確認できる内容で
ある。
ここに示されている候補地から，一定の面積を
要する用地の確保に当たり，宮内省や陸軍省を交
渉相手としようとしていたことが分かる。議事録
によれば，初期の段階では，常磐松御料地が一番
の候補地として交渉が進められていた（T12・7・
20，21）。もしこれが実現すれば，青山学院に隣
接する形で成城学園が立地することになった可能
性があった訳だが，当該地については，「宮家ヨ

リ御降嫁ノ貴族ノ御宅地トシテ用途」が決定され
ていたため，払い下げは実現しなかった（T12・7・
22）。
ただ，この常磐松御料地の話が，後援会関係者
の目を砧村に向けさせるきっかけになっているこ
とは興味深い。後援会の拡張実行委員会では，払
い下げの話が行き詰った常磐松の件について，澤
柳校長から宮内大臣の牧野伸顕に直接確認しても
らうことを企画し，実際に両者の面会は実現して
いる（文部省時代，牧野は澤柳の最も信頼する上
司であり，付き合いは終生続いた）。結論は覆ら
なかったのだが，この時，校地のための御料地払
い下げに関して，牧野より「但シ郊外ニテヨクバ
考ヘテ見ン」と伝えられたという（T12・10 ※）。
これを受けて，実行委員の中心的人物であった
坂出鳴海は，帝室林野管理局長官（「校地移転に
ついて」によれば本田幸介のことで，二人は友人
関係にあったという）を訪れて，移転先の選定に
ついて検討したところ，北多摩郡砧村の「喜多見
料地」が適地として候補に挙がり，最初は有料で
の借り受け，その後に払い下げを請願する方策が
よかろうという話になった（T12・10 ※）。この
辺の事情は「校地移転について」の記事としても
確認できるが，議事録からは，より具体的な推移
を把握することが可能である。
この「喜多見料地」は，現在の成城地区の南西
の縁に当たり（成城学園は北東の縁に位置する），
ちょうど国分寺崖線上に位置していた。議事録に
も「玉川（多摩川）ヲ南ニ望ミ高燥ノ地ニシテ林
野ナリ」とあり，また，4，5 年前に宮内省が民
有地を買い取ったもので，その用途についてはま
だ決まっていなかったという（T12・10・29 ※）。
何ゆえに御料地として買収したのかについて，詳
細は判然としないのだが，崖線上の「高燥ノ地」
であること，崖線上の他の場所には多くの別荘，
別邸が存在していたことを踏まえると（注 6），
将来的には御用邸的な活用を想定していたのかも
知れない。
ところで，この御料地との関連で，小田原急行
電車の開通情報にも言及がある。大正 13 年まで
に「玉川岸」までの開通が予定されているという
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記述は興味深く，また「電車線ハ御料地ヲ北ニ去
ル三，四町」というのは，実際の線路の敷設状況
と一致している。そして多摩川付近までの開通が
大正 13 年中であることを確認した上で，この砧
村の御料地のことにつき，実行委員会から澤柳校
長と小原主事へ報告されることとなった（T12・
10・31 ※）。その約 10 日後に，実行委員の面々
が「調査委員」として現地を訪れることになった
（T12・11・11 ※）。そして 4日後に，牛込の学校
で「調査委員会」が開かれ，「七年制高等学校を
大成するの案」が議論されたというのであるから
（T12・11・15 ※），移転計画が難航する中で砧村
御料地が，いかに具体的かつ有望なものとして認
識されていたのかという点がよく理解できる。
この砧村への移転計画と小田原急行鉄道の開通
情報については，『夢みる人』や「校地移転につ
いて」の中では，立憲政友会の大物政治家かつ小
田原急行鉄道の重役であった，保護者の森恪が極
めて重要な役割を果たしていたと記されている。
ところが議事録では，森に関する記述を確認する
ことができない（後述）。
さて校地移転にある程度の方向性が見えてきた
ことで，大正 12 年 12 月以降から，後援会の活動
もいよいよ本格化していくことになる。「成城小
学校，仝第二中学校　拡張調査委委員報告要領」
には，この段階での基本方針が示されている。す
なわち①今後 3年間で，第二中学校を発展させて
七年制高等学校を設立する，②小学校は当面牛込
の校地から動かさず，高等学校のみを郊外に設置
する，③今後 4年間で，小学校卒業生のための女
学校設置を計画する，④七年制高等学校設置に要
する費用は約 200 万円，⑤この資金に関しては今
後数年で用意する必要がある，⑥高等学校の敷地
の候補地としては，砧村喜多見御料地（2万坪），
高井戸村上高井戸向原民有地（3～4万坪）がある，
といった点が列記されている（T12・12・2※）。
校地移転との関係では，この段階では喜多見御
料地と共に，高井戸村も候補地として残っている
点が興味深い。上高井戸の土地については，「校
地移転について」によれば，小原國芳が探してき
たもので，3万坪を坪単価 6，7 円で購入，その

資金は保護者の廣岡恵三（大同生命保険会社社長）
より借り入れる計画であったとされる。
上のような校地移転の動きに最終的な結論が出
るのは，翌 13 年 2月 1日のことである。
決定した移転先は砧村喜多見であった。しかし，
喜多見の高台の南西に位置した御料地ではなく，
現在の学園所在地であった。この方針転換に大き
な意味を持ったのは，大正 13 年 2 月 1 日の小田
原急行電車株式会社本社における，成城の関係者
（小原國芳と坂出鳴海）と社長・利光鶴松との面
談であった。御料地を軸にした砧村への移転を具
体化するために，利光社長に会いに来たのであっ
たが，その時，偶々，砧村の一大地権者で，小田
急の株主でもあった鈴木久彌が，早期の電車開通
と砧村への駅設置を求めて来社していた。そこで
小原・坂出と小田急と鈴木で「三者鼎談」をした
ところ，各々に利益があることが確認できたので，
次のような取り決めをすることに至ったという。
すなわち①小田急電鉄は予定通りに工事を進め
て，大正 14 年夏までには新宿―多摩川の開業を
実施すること，②駅は学校のために砧村の校地に
設置すること，③成城小学校，第二中学校は砧村
移転を実現すること，④鈴木久彌は学校に駅予定
地周辺にて 2万 3千坪を，半分を寄付する意味あ
いで坪単価 5円とし，さらに 1万円分は寄付の意
味で代金から差し引くこととし，地上物件（雑林，
すなわち立木のこと）については，実地調査の上
で相応の代金で買い取ること，以上の 4点である。
そしてこの内容について，鈴木と小原・坂出は，
後日のために覚書を交わしたという（T13・2・1
※）。この「覚書」に関しては，鈴木久彌の家蔵
文書の中に残されており，作成者として坂出，小
原，鈴木の名前があり，作成は大正 13 年 2 月 1
日となっている。用箋は「小田原急行鉄道株式会
社」のもので，この時，小田急の本社で作成され
たというのは，恐らく事実なのであろう（注 7）。
これによって移転先は「多摩川砧村」に決定した
のである。
実に大きな転機となった訳だが，この会談につ
いては，前述のように「校地移転について」や『夢
みる人』では，森恪の指南が直接のきっかけになっ
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たとされている。だが議事録の内容から明らかに
出来る事実を踏まえると，決して森の鶴の一声が
物事を動かしたのではなく，後援会による喜多見
の御料地を目ざした交渉の進展の中で実現したも
のであったと考える方が，事実に即した理解だと
考えられる。但し，この時に中野寅次郎以下の重
役が六人も尽力したという背景には，森の意向が
大きく存在していたとも考えられる。

おわりに

以上，本稿では，後援会議事録の内容に基づき
ながら，成城小学校・第二中学校の郊外移転の経
緯をたどることで，成城地区の歴史の一番起点と
なる部分の事実関係を整理することに努めた。そ
の結果は，従来示されてきた大枠の事実に大きな
修正を迫るものではないが，いくつかの点につい
ては，「成城史」の正確な理解につながる事実関
係の整理ができたのではないかと思う。
まず繰り返しになるが，一つには実際に移転事
業を担っていたのは，保護者による後援会であっ
たという点である。事業が後援会の独走ではない
ことを示す上で，校長はいうに及ばず，学校の教
員の関与は極めて重要だったはずで，その意味で
学校現場の責任者であった赤井米吉や小原國芳が
関与することには極めて大きな意味が存在してい
たと考えられる。後年語られる小原の役割の大き
さは，まずは，こうした点との関わりで位置づけ
る必要があるだろう。
次に，移転計画では，最初から住宅地開発が構
想されていた訳ではなく，早晩教室が足りなくな
るという切迫した事情を踏まえた学校の移転計画
から動き出していたことにも留意しておく必要が
ある。最初から遠大な学園都市計画があった訳で
はなく，買収用地の規模や分譲希望の増加との兼
ね合いで，派生的に住宅地開発が構想されていっ
たという理解が事実としては正しいのだろう。そ
れ故に，開発に準備できる資金の規模とも相俟っ
て，その後は，状況に応じて都度，住宅用地を広
げていくという動きを示していくことになるので
ある。そしてそのことが，結果として，身の丈に

あった適正規模での地区開発につながっていった
と考えられる。
学校の移転という点に関して，一つ補足してお
くと，議事録の内容から，小学校に関しては牛込
残置が規定路線であったことが分かる。児童の通
学事情をふまえた場合，高等学校のみを郊外に移
転させるという方針は極めて妥当なものであり
（T12・12・2 ※），小学校も郊外に移転させると
いう冒険が，最初から考えられていた訳ではな
かった。実際，小学校は，牛込と砧（成城玉川小
学校）に併存する時期を経て，漸く 1927 年に砧
村の学校に一本化されるのである。
議事録の内容として，もう一つ重要な点は，移
転先として御料地の取得を検討する過程で，砧村
が視野に入ってきたという事実が確認できること
である。当地への移転に当たって，小田急電鉄の
開通情報が大きな役割を果たしたという枠組みは
大きく変わらないのだが，後援会関係者が，一括
した用地確保に際して宮内省管轄の土地取得に重
きを置くという，極めて現実的な判断を軸として
動いていく中で，砧村の御料地に行き当たり，さ
らに小田急電鉄開通計画が視野に入ってくるとい
う一連の流れは，特定の発言や会話が鶴の一声と
しての役割を果たしたという理解よりも，はるか
に現実に即した動きを示しているだろう。
以上，今回は，成城地区の歴史の最初の段階の
話に終始したが，地域の開発から百年の節目に向
けて，今後も正確な形で「成城史」を跡付ける基
礎的な作業を積み重ねていきたいと思う。

注
（1）　日記に関しては，柳田國男，野上彌生子，加藤武雄
など枚挙に暇がない。また映像史料が多いのは，当地に
東宝撮影所が存在したことが関係しているが，この点に
関しては，高田雅彦『成城映画散歩』（白桃書房，2017 年）
など参照のこと。写真史料については，教育研究所編『学
校と街の風景　成城学園の一〇〇年』（2019 年）に，整理・
収集の成果の一端をまとめている。

（2）　成城地区とグリーンインフラの関わりについては，
『成城教育』187 号以降に連載の「成城のグリーンイン
フラ」を参照のこと。これまでに名誉教授の宮沢栄次先
生，櫻井一彦先生よりの寄稿を得て，2022 年 6 月現在
で第 6回となっており，今後も連載を続けていく予定で
ある。

（3）　「学園小史」は『全人』21（1928 年）に所収，『夢み
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る人』は1963年に初版が出ている（玉川大学出版部）。「校
地移転について」は教育研究所所蔵で，『成城学園百年
史紀要』2（2016 年）に全文翻刻を掲載している。なお
砧村移転について論じられる際，学園の年史の一つ『成
城学園六十年』（1977 年）が参照される場合が多いが，
その記述の典拠のほとんどは，『夢みる人』など小原の
述懐である。

（4）　この史料はノートなど三冊を合冊した綴で，表紙に
は「大正十二年／〃十三年／〃十四年　後援会会議議事
録／付吉岡会長引続書」（「／」は改行を示す）と記され
ている。来歴は不明ながら，大学図書館の倉庫に保管さ
れていた。1923 年（大正 12）から 1929 年（昭和 4）ま
で書き継がれている。成城の開発の経緯を知る上で重要
な史料であり，本稿にて砧村移転が決定するまでの期間
の記事を全て翻刻掲載することも考えたが，紙幅の関係
で，今回は重要記事のみ本文末尾に翻刻を載せるに止め
た（本文中では，記事の日付を大正 12 年 4 月 1 日
→ T12・4・1 と略記し，翻刻を掲載している場合は※
印にて示している）。機会を改めて，全文翻刻を実現し
たいと考えている。

（5）　この点については，筆者も以前に記した文章の中で
は曖昧な表記をしてしまったことがあり，以下は，それ
に対する自戒の意味も込めている。

（6）　小谷野真由巳・笠原知子・齋藤潮「国分寺崖線二子
玉川周辺における明治・大正期の別邸に地形的立地特性」
（『都市計画論文集』42-3，2007 年 10 月）。なお，実際
にはその後も開発されることはなく，この場所は鬱蒼と
した林であったという回顧談は，当時を知る住人からは
よく聞く話である。1940 年に学習院中等科の移転が決
定するが（『学習院の百年』），これも実現せず，戦後に
至り，区立小学校，林野庁官舎，消防署，電電公社など
が所在する場所となった。当地では「御料林」と呼ばれ
る場合もあった。

（7）　川崎市民ミュージアム所蔵鈴木家文書 B－ 6－②－
1。この覚書は，荒垣「成城の歴史を語るもの～成城史
関係史料の紹介～」にて翻刻している（『成城教育』
144，2009 年）。

【史料翻刻】
（以下，本稿の内容に関わる記事のみ抄出している。漢
字は適宜通用字に改めた。また原文は縦書き）
仝十月末
　沢柳校長ハ牧野宮相ニツキ常磐松ノ地所ニツキ懇談セ
シカ、宮内省ニテ已ニ其用途定マリ居ルヲ学校ニ払下ケ
難シト但シ郊外ニテヨクバ考ヘテ見ントノ宮相ノ談ナリ
シト云フ
仝十月二十九日
　坂出委員ハ沢柳校長ノ内示ニヨリ本日帝室林野管理局
長官ヲ訪ヒ市外ノ宮内省用地ニツキ校地ヲ選定セシニ北
多摩郡砧村喜多見料地カ適当ナラン先ツ之ヲ有料借用ノ
願ヲ達シ他日漸次払下ノコトニ取計ヲ願ヘルナラハ好都
合ナラント懇談ス
地形ハ玉川ヲ南ニ望ミ高燥ノ地ニシテ林野ナリ面積約

二万坪
四五年前ニ民地ナリシヲ宮内省ニテ新ニ買上ケタルモノ
ニシテ即今ノ処用途ノ点未詳ナリ
交通関係ハ目下起工準備中ノ小田原急行電車鉄道会社ノ
新宿停車場ヨリ玉川岸迄ノ電車線ガ大正十三年中ニハ開
通ノ予定ト云フ　若シ之レカ開通ノ上ハ新宿―喜多見間
約七八哩ニシテ三十分ニシテ往クヲ得ヘク、電車線ハ御
料地ヲ北ニ去ル三四町ノ処ヲ通過スル見込ナリ

同十月三十一日
　小田原急行電車会社ニツキ建設工事カ大正十三年中ニ
多摩川畔迄施工セラル見込ナルコトヲ確ム、坂出委員ヨ
リ玉川ノ御料地ニツキ本田長官ト打合セシ次第ヲ沢柳校
長、小原主事ニ報告ス

同十一月五日
　拡張事業調査委員会を学校ニ開き多摩川砧村御料地ニ
ツキ報報告あり

同十一月十一日（日曜日）
　午後一時　調査委員多摩川砧村喜多見御料地を実地視
察す
　出席者―吉岡、加治木、鈴木庄吉、鈴木憲太郎、坂出
ノ五人

同十一月十五日
　夜、学校ニ調査委員会を開き七年制高等学校を大成す
るの案を議す

同十二月二日（月曜日）
　午後二時、学校ニて後援会委員大会あり学校拡張事業
の調査委員報告あり坂出委員総代として説明あり、藤田
一松氏座長たり
　取定の事項
一、�罹災されたる結城、孝橋、ボサンチツト三教師に御
見舞として一人金五十円宛贈呈すること（会費より
支弁）

二、�会則を変更し会長、実行委員を設け完全なる自治団
とすること（後に記す）

　　（但し改正会則は大正十三年度より実行）
三、�向三年を期し成城第二中学校を七年制高等学校とし
てその資金約二百万円の募集は左の実効委員を挙げ
て今より着手すること（要領後ニ記ス）

実行委員（学校拡張事業）
西沢勇志智　　森島収六　平石貞市　百崎保太郎　高崎
介蔵　香山春三　坂出鳴海　吉岡源一郎　鈴木庄吉　金
井重雄　中村嘉壽　北瓜子誠　加治木武助　津下實子　
衆樹安子　藤田一松　鈴木憲太郎
―――
追て小原主事ハ本年秋出発洋行の予定ありしも之を中止
し其費用を第二中学校に提供し専心その教育に従事する
ことゝある。
又ハ父兄某氏より国分寺の土地一万坪寄付の申込あり
（　中　略　）
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―――　○　―――
成城小学校　　　拡張調査委員報告要領
仝第二中学校
一、�向三ヶ年ヲ期シテ成城第二中学校ヲ拡張シテ七年制
ノ高等トスルコト

二、�成城小学校ハ当分現在ノ牛込ノ校地ニ置キ七年制ノ
高等学校ハ東京郊外ニ設置スルコト

三、�向四年ヲ期シ成城小学校ノ下級ニ在学中ノ女生徒カ
小学校修了後ハ女学校ノ設置ヲ予定スルコト

四、�七年制高等学校ヲ完成スル迄ニ要スル資金ハ約
二百万円ナリ

五、�前項ノ資金ハ今後数年ヲ一期トシ集収スルヲ要シ今
ヨリ開始スルコトヲ希望ス

六、高等学校敷地ノ候補地ハ左ノ如シ
　　イ、北多摩郡砧村喜多見御料地　二万坪
　　ロ、豊多摩郡高井戸村上高井戸向原
� 民有地　三万坪乃至四万坪

同十二月十九日
　坂出委員ハ帝室林野整理局本田長官ニツキ多摩川喜多
見御料地払下ノ件ヲ打合ス

大正十三年一月六日
　赤井教師、吉岡委員、坂出委員ハ国分寺ニツキ父兄茶
郷氏ヲ訪ヒ曩ニ寄付申出アリシ一万坪ノ件沙汰ヤミトナ
リシコトヲ承知ス、其代、国分寺付近貫井村に寺有地
七千坪ノ借用地ニテ事足ラヌカト茶郷氏ヨリ内談アリテ
実地ヲ見ニ行ク

大正十三年二月一日――（学校の敷地多摩川ニ定まる）
午前、学校ニ小原主事、赤井職員、加治木氏、山口氏、
並坂出氏集まり事業上の打合をなす
午後、小原主事、坂出委員打連れて、小田原急行電車株

式会社につき同社々長利光鶴松を訪ひ該電車の通過地な
る多摩川砧村付近にて学校敷地として地形優良にして安
値ニ得らるゝ方法を打合す
恰も砧村の大地主にて同社の株主なる鈴木久彌も砧村に
電車の開通を催促し且つ其村に停車場を設置せられんこ
とを依頼の為め来社あり
成城小学校拡張の委員と電車会社と鈴木氏（地主）と三
者鼎談して利益の一致を見出し
一、�小田原急行電車会社は予定通り工事を促進し大正
十四年夏迄には新宿と多摩川間に営業開始迄に進む
へし

一、�停車場は特ニ学校の為め砧村の校地に之を設置する
こと

一、�成城小学校、成城第二中学校は拡張計画を郊外砧村
に実現すること

一、�地主鈴木久彌氏は特ニ学校の為めニ右停車場予定地
近傍にて二万三千坪を譲ることゝし其内約半分ノ地
は無代寄進の意味にて全部の売渡単値を坪五円と申
出てたり
尚金壱万円は学校へ寄付を請ひ右は地代より差引収
支をつくることゝすること
又右土地の地上物件（雑林）に就ては実地につき調
査の上地代の外に相当代金を鈴木氏に支払ひ買取る
こと

右ノ覚書を鈴木久彌、小原國芳、坂出鳴海、互ニ記名し
て後日の為の交換したり
右の通り校地は多摩川砧村に決定したり
此席に出て尽力しくれたる人は
利光社長、鈴木久彌、小原國芳、坂出鳴海の四人の外ニ
小田原急行電車会社の重役、重主つ人として
中野寅次郎、波多野友次、安藤、高橋、中村壮太郎、
の六人が学校ノ為め会社の為め尽力しくれたり


